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国立大学法人岩手大学役員報酬規則 
 

平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 制  定 
令 和 ６ 年 １ 月 ２ ５ 日 終改正 

 
（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第３５条の規定に基づき、

国立大学法人岩手大学の学長、理事及び監事（以下「役員」という。）の報酬について定め

ることを目的とする。 
 
（役員の報酬） 

第２条 役員の報酬は、常勤の役員については、俸給のほか、国立大学法人岩手大学職員給与

規則（以下「職員給与規則」という。）に規定する地域手当、広域異動手当、通勤手当、単

身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当を支給要件に該当する常勤役員に支給する。 
２ 非常勤の役員については、非常勤役員手当を支給する。 

 
（報酬の支給日） 

第３条 役員の報酬は、職員給与規則に規定する職員の支給日に準じて支給する。 
 
（俸給） 

第４条 常勤役員の俸給月額は、次の表に掲げるとおりとする。 
号俸 俸 給 月 額 

 
１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 

円 
５１８，０００ 
５７６，０００ 
６３６，０００ 
７０８，０００ 
７６３，０００ 
８２０，０００ 
８９８，０００ 
９６８，０００ 

２ 各常勤役員が受けるべき俸給月額は、次の各号に掲げる役員の区分に応じて、当該各号に

掲げる号俸の額とし、第２号及び第３号に掲げる者が受けるべき俸給月額にあっては、その

者の職責、経歴、業績等を考慮して当該範囲内において、学長が定める。ただし、学長は、

特別の事情により当該各号に掲げる号俸の額を超える俸給月額とする必要があると認める場

合は、経営協議会の議を経て俸給月額を別に定めることができるものとする。 
一 学長 ８号俸 

二 理事 ３号俸から７号俸の範囲内 

三 監事 １号俸から４号俸の範囲内 
３ 前２項に定めるもののほか、学長が必要と認める場合は、職員給与規則を準用して俸給月

額を定めることができるものとする。 
４ 前項を適用する者にあっては、職員給与規則に規定する管理職手当、扶養手当、期末手当

及び勤勉手当を、支給要件に該当する者に支給できるものとする。 
 
（期末特別手当） 

第５条 期末特別手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの日を「基準
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日」という。）にそれぞれ在職する常勤の役員（前条第３項の規定を適用した者を除く。）

に対して支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員につい

ても同様とする。ただし基準日前１箇月以内に退職し、引き続き国等（国、地方公共団体、

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独立行政法

人及び国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第７条の２第１項に規定する公

庫等をいい、本規則に規定する期末特別手当に相当するものと認めた手当等（以下「期末特

別手当相当」という。）が規定されており、国立大学法人岩手大学の在職期間を当該国等の

職員としての在職期間に通算することとしている機関に限る。）の職員又は役員となった場

合には期末特別手当を支給しない。 
２ 期末特別手当の額は、それぞれ基準日現在（退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、

退職し、又は死亡した日現在）において当該役員が受けるべき俸給の月額に、当該俸給の月

額に１００分の４５を乗じて得た額を加算した額を基礎として、６月に支給する場合におい

ては１００分の１７０．０、１２月に支給する場合においては１００分の１７０．０を乗じ

て得た額に、基準日前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 
一 ６箇月 １００分の１００ 
二 ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 
三 ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

四 ３箇月未満 １００分の３０ 
３ 前項に規定する在職期間は役員として在職した期間とする。ただし、国立大学法人岩手大

学の職員又は国等の職員又は役員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き

続いて役員となった場合における在職期間には、その国等の職員の在職期間を算入するもの

とする。 

４ 前項までの規定による期末特別手当の額は、当該役員の業務に対する貢献度等を考慮して、

その額の１００分の１０の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。 
 
（非常勤役員手当） 

第６条 非常勤役員手当は、次に掲げる月額表を適用するものとし、その者の職責、経歴及び

業績等を考慮して学長が定める。 
月 額 

円 
１５０，０００ 
３００，０００ 
４５０，０００ 
６００，０００ 

 
（月の中途で就任又は退職した場合の報酬） 

第７条 月の中途において、新たに役員に任命され、又は役員が退職し、若しくは解任された

ときの当該月分の報酬については、それぞれ第４条及び第６条に規定する額を当該月の日曜

日及び土曜日以外の日の数で除して得た額に、その者が役員として在職した日曜日及び土曜

日以外の日の数を乗じて得た額を支給する。ただし、月の中途において役員が死亡したとき

の当該月の報酬については、第４条及び第６条に規定する額の全額を支給する。 
 
（報酬の支払方法） 

第８条 役員の報酬は、その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づ

き役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、
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その金額を控除して支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、役員が報酬を自己の預貯金口座への振り込みを申し出た場合に

は、その方法によって支払うことができる。 
 
 
（端数の処理） 

第９条 この規則により計算した金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 
 
（実施に必要な事項） 

第１０条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。 
 

附 則 
１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
２ 平成２１年６月に支給する期末特別手当に関する第５条第２項の規定の適用については、

同項中「１００分の１６０」とあるのは「１００分の１４５」とする。 
（国立大学法人岩手大学役員報酬規則の特例） 

３ 平成２４年７月１日から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例期間」という。）に

おいては、役員に対する俸給月額等の支給に当たっては、次の各号に定めるとおりとする。 
一 特例期間においては、常勤役員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、

俸給月額に、１００分の９．７７を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 
二 特例期間においては、常勤役員に対する期末特別手当の支給に当たっては、減額前の俸

給月額を基礎に算定した支給額に１００分の９．７７を乗じて得た額に相当する額を減ず

る。 
三 特例期間においては、非常勤役員に対する非常勤役員手当の支給に当たっては、非常勤

役員手当から、非常勤役員手当に１００分の９．７７を乗じて得た額に相当する額を減ず

る。 
四 特例期間においては、平成２３年１月１日施行の改正国立大学法人岩手大学役員報酬規

則附則第２項の規定の適用を受ける常勤役員に対する第１号及び第２号の規定の適用につ

いては、俸給月額等から、俸給月額等に１００分の１．５を乗じて得た額に相当する額を

減じた後の額を基礎として、減ずる額を算定する。 
五 第１号から前号までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定す

る場合において、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
 

附 則 
この規則は、平成１６年１２月１６日から施行する。 

 
附 則 

この規則は、平成１７年１２月１日から施行する。 
 

附 則 
１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
２ 平成１８年３月３１日から引き続き在職する役員（任期が引き続く役員に限る。）で、施

行日においてその者の受ける俸給月額が施行日の前日において受けていた俸給月額に達しな

いこととなる役員には、当該役員の任期中に限り、俸給月額のほか、その差額に相当する額

を俸給として支給する。 
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附 則  
この規則は、平成２１年６月２９日から施行し、平成２１年６月１日から適用する。 

 
附 則 

この規則は、平成２１年１２月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。ただし、第４条及び次項から第３項ま

での規定は、平成２３年１月１日から施行する。 
（５５歳を超える常勤役員の俸給月額の減額支給等） 

２ 平成３０年３月３１日までの間、５５歳を超える常勤役員に対する俸給月額の支給に当た

っては、当該常勤役員が５５歳に達した日後における 初の４月１日以後、当該常勤役員の

俸給月額から、当該俸給月額に１００分の１．５を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 

３ 前項の適用を受ける常勤役員に対する期末特別手当の支給に当たっては、前項に準ずる。 
 

附 則 
この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 
附 則  

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 
 

附 則 
この規則は、平成２４年７月１日から施行する。 

 
附 則  

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年１月１日から施行する。ただし、第４条及び第６条の規定は平成

２７年４月１日から施行し、第５条の規定は平成２７年６月１日から施行する。 
（俸給の切替えに伴う経過措置） 

２ 平成２７年３月３１日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける役員（任期が引き続く役

員に限る。）で、その者の受ける俸給月額又は日額が同日において受けていた俸給月額又は

日額に達しないこととなるものには、平成３０年３月３１日までの間、俸給月額又は日額の

ほか、その差額に相当する額（５５歳を超える常勤役員に対する俸給月額の支給に当たって

は、当該常勤役員が５５歳に達した日後における 初の４月１日以後、当該額に１００分の

１．５を乗じて得た額に相当する額を減じた額）を俸給又は日額として支給する。 
 

附 則 
この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 
附 則 

（施行期日） 
１ この規則は、平成２８年３月２９日から施行する。ただし、第４条の規定は平成２７年４

月１日から適用し、次項の規定は平成２７年１２月１日から適用する。 
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 （平成２７年１２月１日における期末特別手当に関する経過措置） 
２ 平成２７年１２月１日における期末特別手当については、第５条中「１００分の１６５」

とあるのは、「１００分の１６７．５」とする。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年２月２８日から施行し、平成２８年１２月１日から適用する。 
（平成２８年１２月１日における期末特別手当に関する経過措置） 

２ 平成２８年１２月１日における期末特別手当については、「１００分の１７０」とあるの

は、「１００分の１７５」とする。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年１月３０日から施行し、平成２９年１２月１日から適用する。 
（平成２９年１２月１日における期末特別手当に関する経過措置） 

２ 平成２９年１２月１日における期末特別手当については、「１００分の１７２．５」とあ

るのは、「１００分の１７５」とする。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年３月１２日から施行し、平成３０年１２月１日から適用する。 
（平成３０年１２月１日における期末特別手当に関する経過措置） 

２ 平成３０年１２月１日における期末特別手当については、「１００分の１６７．５」とあ

るのは、「１００分の１７７．５」とする。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、令和２年３月１０日から施行し、令和元年１２月１日から適用する。 
（令和元年１２月１日における期末特別手当に関する経過措置） 

２ 令和元年１２月１日における期末特別手当については、第５条中「１００分の１７０」と

あるのは、「１００分の１７２．５」とする。 
 

附 則 
この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
 

附 則 
この規則は、令和４年６月２８日から施行し、令和４年６月１日から適用する。 

 
附 則 

（施行期日） 
１ この規則は、令和５年３月７日から施行し、令和４年１２月１日から適用する。 

（令和４年１２月１日における期末特別手当に関する経過措置） 
２ 令和４年１２月１日における期末特別手当については、第５条中「１２月に支給する場合

においては１００分の１６５．０」とあるのは、「１２月に支給する場合においては１００

分の１６７．５」とする。 
 

附 則 
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（施行期日） 
１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、改正後の第４条、附則第３項及び

附則第４項の規定は、令和６年１月２５日から施行し、令和５年４月１日から適用する。ま

た、次項の規定は、令和６年１月２５日から施行し、令和５年１２月１日から適用する。 
（令和５年１２月１日における期末特別手当に関する経過措置） 

２ 令和５年１２月１日における期末特別手当については、第５条中「１２月に支給する場合

においては１００分の１７０．０」とあるのは、「１２月に支給する場合においては１００

分の１７５．０」とする。 
 （常勤役員の俸給に関する経過措置） 
３ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの経過措置期間にあっては、改正後の第４

条第１項に規定する表は、次の表のとおり読み替えるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの経過措置期間にあっては、改正後の第４

条第２項の規定による号俸の適用については、同条同項中「学長 ８号俸」とあるのは「学

長 ６号俸」と、「理事 ３号俸から７号俸の範囲内」とあるのは「理事 １号俸から５号

俸の範囲内」と、「監事 １号俸から４号俸の範囲内」とあるのは「監事 １号俸から５号

俸の範囲内」と読み替えるものとする。 
（常勤役員に関する俸給月額の支給） 

５ 当分の間、改正後の第４条第２項第３号の規定の適用に当たっては、当該常勤役員の受け

る俸給月額に１００分の９２を乗じて得た額を支給する。 

号俸 俸 給 月 額 

 

 １ 

 ２ 

 ３ 

 ４ 

 ５ 

 ６ 

        円 

  ６３６，０００ 

７０８，０００ 

７６３，０００ 

８２０，０００ 

８９８，０００ 

９６８，０００ 


